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○水道緊急センターA011-784-3299
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ご あ い さ つ

札幌水道は，政令指定都市の中では最も遅い昭和12年（1937年）に誕生しました。

その後は，高度経済成長期の急速な人口増加や生活水準の向上，政令指定都市への移

行などによる水需要の急激な増加に対応するため，水源を確保し，また，浄水場や配

水池などの水道施設を計画的に整備し，利用者のみなさまに安全な水の安定供給に努

めてまいりました。

その結果，現在は，99.8％という高い普及率を達成し，都市活動や市民生活を支

えるライフラインとして欠くことのできないものとなっています。

一方，21世紀を迎えた今日，水道は大きな転換期を迎えています。量的な充足がほ

ぼ達成された中，健全財政を維持しながら，水質の一層の向上，災害に強い水道シス

テムの構築，多様化する利用者ニーズへの対応など質的な充実に対して，水道に寄せ

られる利用者の期待は高まってきています。さらには，貴重な水資源を利用している

水道事業者として環境やエネルギー問題への対応も求められています。

このような中，私どもは，さまざまな課題に適切に対応し，将来にわたって安全で

良質な水を安定して供給していくための道標として，このたび「札幌水道長期構想」

を策定いたしました。

この「札幌水道長期構想」は概ね四半世紀を見据えたビジョンといえるものです。

そのため，ここに描かれた目標を実現するための施策や事業は，札幌市全体で取り組

んでいます「札幌新まちづくり計画」を踏まえながら，中期計画の中で具体化し，そ

の内容は，利用者のみなさまに公表していく予定です。

最後に，このたびの「札幌水道長期構想」の策定は，新たな世紀の札幌水道のス

タート地点に立ったにすぎません。これから，水道事業を取り巻く社会環境がどのよ

うに変わっていくかを見通すことは非常にむずかしいこ

ととは思いますが，私どもは，こうした変化に対して

「札幌水道長期構想」や施策を適宜見直していくなど柔

軟な事業運営に努め，利用者のみなさまに信頼される水

道を目指していきたいと考えておりますので，より一層

のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

平成16年（2004年）4月

札幌市水道事業管理者
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